
猪苗代町水道事業会計決算報告書

１．収益的収入及び支出

　収　　入 （単位：円）

第１款　水道事業収益 369,865,000 5,045,000 0 △ 4,033,899

　第１項　営業収益 329,621,000 △ 5,484,000 0 △ 7,254,840  　       22,224,365円 

　第２項　営業外収益 40,244,000 1,911,000 0 1,470,991

　第３項　特別利益 0 8,618,000 0 1,749,950  　       19,898円 

　支　　出 （単位：円）

第１款　水道事業費用 348,823,000 △ 4,694,000 0 0 0 344,129,000 0 344,129,000 322,215,869 0 21,913,131

　第１項　営業費用 326,638,000 △ 19,619,000 0 0 0 307,019,000 0 307,019,000 293,706,738 0 13,312,262            5,196,023円

　第２項　営業外費用 18,185,000 5,862,000 0 0 0 24,047,000 0 24,047,000 19,196,664 0 4,850,336

　第３項　特別損失 1,000,000 9,063,000 0 0 0 10,063,000 0 10,063,000 9,312,467 0 750,533                 37,474円 

　第４項　予備費 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000

42,155,000 43,625,991

予算額に比べ
決算額の増減

備　　　　　　　考
当初予算額 補正予算額

予　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　額

平成３０年度

324,137,000 316,882,160

区　　　　　　分 決　　算　　額地方公営企業法第２４条第
３項の規定による支出額に
係る財源充当額

合　　　　　計

374,910,000 370,876,101

8,618,000 10,367,950

区　　　　　　分 決　算　額

地方公営企
業法第２６条
第２項の規定
による繰越額

予　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　額

不　用　額 備　　　　　　　考
当初予算額 補正予算額

予　備　費
支　出　額

流用増減額

地方公営企
業法第２４条
第３項の規
定による支出
額

小　　　計

地方公営企
業法第２６条
第２項の規定
による繰越額

合　　　計

(予算経理なし）67,745円

うち仮受消費税

うち納付消費税 9,161,500円

うち仮払消費税

うち仮払消費税

消費税調整額 雑収益

消費税調整額 雑支出

(予算経理なし）465,652円

うち仮受消費税



２．資本的収入及び支出

　収　　入 （単位：円）

第１款　資本的収入 15,726,000 6,461,000 22,187,000 0 534 　　　

　第１項　負担金 15,726,000 6,461,000 22,187,000 0 534

　支　　出 （単位：円）

第１款　資本的支出 181,991,000 △ 10,621,000 0 171,370,000 0 0 171,370,000 169,526,418 0 0 0 1,843,582

　第１項　建設改良費 139,092,000 △ 10,621,000 0 128,471,000 0 0 128,471,000 126,627,532 0 0 0 1,843,468
うち仮払消費税
            9,379,817円

　第２項　企業債償還金 42,899,000 0 0 42,899,000 0 0 42,899,000 42,898,886 0 0 0 114

備　　　　　　　考
当初予算額 補正予算額 小計

地方公営企業法第２６条の
規定による繰越額に係る財
源充当額

継続費逓次
繰越額に係
る財源充当
額

予　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　書

合　　　　　計
区　　　　　　分 決　　算　　額

予算額に比
べ決算額の
増減

22,187,5340 22,187,000

0 22,187,534

予　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　書

合　　　計

22,187,000

決　算　額

翌年度繰越額

うち仮受消費税　　　　     466,961円　　　　

不用額 備考
当初予算額 補正予算額 流用増減額 小計

地方公営企
業法第２６条
の規定による
繰越額

継続費逓次
繰越額

地方公営企
業法第２６条
の規定による
繰越額

継続費逓次
繰越額

合　　　計

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額147,338,884円は、過年度分損益勘定留保資金139,145,902円及び当
年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,192,982円で補てんした。

区　　　　　　分


